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□
あ
な
た
の
家
の
住
宅
用
火
災
警
報

器
　
日
頃
の
チ
ェ
ッ
ク
で
さ
ら
に

安
全
に
！

　

市
で
は
、
火
災
予
防
条
例
に
よ

り
、
す
べ
て
の
住
宅
の
寝
室
等
へ
の

住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
住
宅
用
火
災

警
報
器
は
、
発
生
し
た
火
災
を
早
期

に
知
ら
せ
る
こ
と
で
人
命
を
守
る
こ

と
が
で
き
る
有
効
な
機
器
で
す
。
設

置
し
て
い
な
い
方
は
早
急
に
設
置
し

ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
設
置
済
み
の
方

は
、
正
常
に
作
動
す
る
か
、
定
期
的

に
点
検
を
実
施
し
ま
し
ょ
う
。

〈
点
検
の
ポ
イ
ン
ト
〉

○
住
宅
用
火
災
警
報
器
に
ほ
こ
り
が

付
く
と
、
火
災
の
煙
を
感
知
し
に

く
く
な
り
ま
す
。
定
期
的
に
乾
い

た
布
で
拭
き
取
り
ま
し
ょ
う
。
油

な
ど
の
汚
れ
が
付
い
て
い
る
部
分

は
中
性
洗
剤
を
浸
し
、
十
分
に
絞

っ
た
布
で
拭
き
取
り
ま
し
ょ
う

○
電
池
が
切
れ
た
と
き
、
音
声
で
知

ら
せ
る
も
の
や
短
い
音
が
一
定
の

間
隔
で
鳴
る
も
の
な
ど
が
あ
り
ま

す
。
本
体
を
交
換
す
る
か
、
新
し

い
電
池
に
交
換
し
ま
し
ょ
う
。
機

種
に
よ
っ
て
は
電
池
の
交
換
が
で

き
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
説
明

書
な
ど
で
ご
確
認
く
だ
さ
い

○
設
置
か
ら
１０
年
以
上
経
過
し
た
住

宅
用
火
災
警
報
器
は
、
電
子
機
器

の
劣
化
が
進
ん
で
い
る
お
そ
れ
が

あ
る
た
め
、
本
体
の
交
換
を
お
勧

め
し
ま
す

b
消
防
本
部
予
防
課
☎
９
７
４
＝
０

１
０
３

□
応
急
手
当
講
習
会
（
上
級
救
命
）

a
３
月
２４
日
㈰
、
午
前
９
時
〜
午
後

５
時　

d
消
防
本
庁
舎　

g
心
肺
蘇

生
法
（
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
含
む
）　

f
市
内

在
住
・
在
勤
・
在
学
で
中
学
生
以
上

の
方
３０
人　

h
無
料　

e
３
月
１
日

㈮
〜
１４
日
㈭
に
電
話
で
左
記
へ　

b

消
防
署
☎
９
７
４
＝
０
１
３
６

□
生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
に
基
づ

く
認
定
に
よ
り
税
制
支
援
な
ど
を

受
け
ら
れ
ま
す

　

市
で
は
、
生
産
性
向
上
特
別
措
置

法
に
基
づ
く
「
導
入
促
進
基
本
計

画
」
を
策
定
し
て
い
ま
す
。
こ
の
計

画
に
基
づ
き
認
定
を
受
け
、
一
定
の

要
件
を
満
た
し
た
中
小
企
業
者
は
、

税
制
支
援
や
国
補
助
金
の
補
助
率
の

か
さ
上
げ
な
ど
の
支
援
措
置
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

税
制
支
援
と
し
て
は
、
対
象
設
備

の
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資
産
税
の

課
税
標
準
を
、
ゼ
ロ
に
軽
減
し
ま
す

（
３
年
間
に
限
る
）
。　

　

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
い
た
だ
く
か
、
左
記
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

b
産
業
支
援
課
☎
９
６
７
＝
４
６
８

０□
一
部
の
業
務
の
窓
口
が
埼
玉
県
か

ら
越
谷
市
に
変
更
さ
れ
ま
す

　

「
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を

高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る

た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る

法
律
」
な
ど
の
改
正
に
よ
り
、
埼
玉

県
が
行
っ
て
い
た
業
務
の
一
部
が
中

核
市
に
移
譲
さ
れ
ま
す
。
４
月
か

ら
、
左
記
の
手
続
き
の
窓
口
が
、
市

役
所
子
育
て
支
援
課
に
変
更
さ
れ
ま

す
。

〈
対
象
と
な
る
手
続
き
〉　
▽
指
定

障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
に

関
す
る
相
談
・
申
請
等　

▽
業
務
管

理
体
制
の
整
備
に
関
す
る
届
出
の
受

理
等

b
子
育
て
支
援
課
（
第
二
庁
舎
２

階
）
☎
９
６
３
＝
９
１
６
５

消
費
生
活
相
談
事
例

手話

ちょこっと

★うれしい

★悲しい

（第9回）

日常会話で使う
手話をちょこっ
と紹介します。
皆さんも一緒に
手話でお話しし
てみませんか？

B障害福祉課☎963－9164

②悲しい

①うれしい
・両手を胸の前で広げ、
　交互に上下に動かす

男女共同参画支援センター

ほっと越谷の催し

右の二次元コードから
YouTubeでもご覧になれます。

〠343-8501　越ヶ谷4-2-1越谷市役所 A…日時・期間　D…会場　G…内容　F…対象・定員　H…参加費・入場料　C…持ち物　E…申込み　B…問合せ越谷市役所

・つまんだ右手を、
　目元から下ろす

事
事
業
者
の
方
へ

となりまち
行ってみたいな

□草加さくら祭り（草加市）
A3月24日㈰～31日㈰　D葛西用水（稲荷地区）　G両岸
に桜並木が続く葛西用水沿いで満開の桜を楽しめます　B
草加市文化観光課☎922－0151
□第14回川の駅・中川やしお花桃まつり（八潮市）
A3月23日㈯・24日㈰、午前9時30分～午後3時30分　D
中川やしおフラワーパーク　Gクルージング体験（23日の
み。要予約）、ウォーキング（24日のみ。要予約）、大声コンテ
スト（24日のみ）、手ぶらでバーベキュー（要予約）、模擬店な
ど　H入場無料　B（一社）八潮市観光協会（八潮メセナ・ア
ネックス事務室内）☎951－0323
□三郷春まつり2019（三郷市）
A4月13日㈯、午前10時～午後5時。荒天中止　Dにおど
り公園　Gキッチンカーによる屋台村で、園内の桜とグルメ
が楽しめます　B三郷中央にぎわい創出実行委員会事務局
（三郷市まちづくり事業課内）☎930－7746
□さくらまつり（吉川市）
A3月31日㈰、午前11時～午後4時　D関公園、第2ポケッ
トパーク　G飲食物販売、体験ワークショップ、ステージイベ
ント（午後1時から）、写真撮影会（午後1時30分から）など。
桜のライトアップは3月25日㈪～4月8日㈪、午後6時～9時
（期間は変更の場合あり）　B吉川市商工課☎982－9697
□ミニまつぶし2019（松伏町）
A3月23日㈯・24日㈰、午前10時～午後4時（24日は午後3
時まで）　DB＆G海洋センター　G子どもたちがミニまつ
ぶし町民となり、仕事をして独自の通貨「パイン」で給料をも
らい、その通貨で食事や体験ができます　H1日券200円、
2日間券300円。5歳以下の方は100円で500パインと交換
　B松伏町文化のまちづくり実行委員会（松伏町教育文化
振興課内）☎991－1873

いずれもD男女共同参画支援センター「ほっと越谷」☎９
７０-７４１１（月曜日、祝日休所）
□「『ほっと越谷』ブックサロン」企画委員募集
A4月2日㈫～5月10日㈮　G任期は5月～平成32年
（2020年）3月　F18歳以上で年8回開催予定の企画委
員会（平日夜を予定）に5回以上出席できる方　E詳しく
は「ほっと越谷」ホームページをご覧ください
□パネル展
A3月10日㈰～4月28日㈰　G「ほっと越谷」が作成した
「越谷市のジェンダー統計」に関するパネルの展示
□ブックフェア「災害・復興に女性の視点を！！」
　災害・復興に女性の視点が必要であることを踏まえ、災
害・復興の事例集や論考を集めました。
A3月１日㈮～31日㈰

いずれもH無料　DEB市民活動支援センター「ななサ
ポこしがや」☎969－2750、D969－2751、Hinfo@ko
shigaya-activity-support.info。下記のほか、ぽっぽひ
ろば、パソコンなんでも相談も開催
□越ヶ谷宿を歩いて巡る
A3月16日㈯、午前10時～正午。雨天決行　F20人　E
要事前申し込み
□あなたと「○○」をつなぐ3分プレゼン交流会・観覧者募集
A3月9日㈯、午後1時30分～4時　F市民活動やボラン
ティア活動に興味のある方　E直接またはファクス・メール
で申し込み
□問題解決窓口（会計相談）
A3月17日㈰、午後1時30分から・午後2時30分から　F
市内で市民活動をしている団体各回1組

市民活動支援センター

ななサポこしがやの講座

〈
事
例
〉

　

「
必
ず
も
う
か
り
ま
す
」
や

「
特
別
に
あ
な
た
だ
け
に
紹
介
し

ま
す
」
な
ど
と
持
ち
か
け
ら
れ
て

お
金
を
出
し
て
も
、
実
際
に
は
も

う
け
る
ど
こ
ろ
か
元
金
の
大
半
が

戻
っ
て
き
ま
せ
ん
。

〈
ア
ド
バ
イ
ス
〉

○
執
拗
な
勧
誘
を
受
け
て
も
、
も

う
け
話
を
安
易
に
信
用
し
て

は
い
け
ま
せ
ん
。
投
資
に
は

必
ず
リ
ス
ク
が
伴
う
こ
と
を

理
解
し
、
そ
の
投
資
の
仕
組

み
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
か
よ
く
確
か
め
ま
し
ょ
う

○
「
必
ず
も
う
か
る
」
と
勧
誘
さ

れ
て
も
、
利
益
を
得
ら
れ
る
保

証
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
投

資
し
た
お
金
を
取
り
戻
す
こ
と

は
非
常
に
困
難
で
す

＊
困
っ
た
と
き
は
、
左
記
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い

b
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
☎
９
６
５

＝
８
８
８
６

大
丈
夫
？ 

う
ま
い

「
も
う
け
話
」に
ご
注
意
！

大
丈
夫
？ 

う
ま
い

「
も
う
け
話
」に
ご
注
意
！

　

市
で
は
、
経
営
相
談
を
受
け
な

が
ら
計
画
的
に
実
施
す
る
、
新
商

品
等
の
開
発
、
販
路
開
拓
、
人
材

育
成
の
新
た
な
事
業
に
対
す
る
補

助
金
の
申
請
を
、
５
月
か
ら
受
け

付
け
る
予
定
で
す
。
申
請
前
に
、

産
業
雇
用
支
援
セ
ン
タ
ー
二
番
館

へ
の
相
談
が
必
要
で
す
。

〈
補
助
内
容
〉　
補
助
対
象
経
費
の

２
分
の
１
以
内
（
上
限
５０
万
円
）

〈
対
象
〉　
市
内
に
事
業
所
を
有

し
、
市
内
で
１
年
以
上
事
業
を
継

続
し
て
営
む
中
小
企
業
者

〈
申
請
受
け
付
け
〉　
５
月
１３
日
㈪

〜
２４
日
㈮
（
予
定
）　

＊
相
談
の
受
け
付
け
は
３
月
１
日

　

㈮
か
ら
行
い
ま
す

b
産
業
支
援
課
☎
９
６
７
＝
４
６

８
０

ビ
ジ
ネ
ス
パ
ワ
ー

ア
ッ
プ
補
助
金

市
内
中
小
企
業
者
の

新
た
な
挑
戦
を
応
援
！

消
防
か
ら
の

お
知
ら
せ


